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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】アルミニウム粉末に比べ、指紋を採取する際の
粉の飛散および指紋以外の箇所への付着を抑え、除去を
容易化し、かつ、採取者の技量が指紋採取に及ぼす影響
を抑えることができる指紋検出用粉末を提供する。
【解決手段】指紋検出用粉末は、顔料粒子に加え、乳酸
カルシウムを含む。顔料粒子が乳酸カルシウムを含む表
層を有することが好ましい。乳酸カルシウムを含む表層
がＬ型乳酸カルシウムを含むことが好ましい。Ｌ型乳酸
カルシウムの水和物であることが好ましい。指紋検出用
粉末に占める乳酸カルシウムの重量％が１～４０重量％
であることが好ましい。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顔料粒子を含む指紋検出用粉末であって、
　前記顔料粒子に加え、乳酸カルシウムを含むことを特徴とする指紋検出用粉末。
【請求項２】
　前記顔料粒子が前記乳酸カルシウムを含む表層を有することを特徴とする請求項１に記
載の指紋検出用粉末。
【請求項３】
　前記乳酸カルシウムを含む表層がＬ型乳酸カルシウムを含むことを特徴とする請求項２
記載の指紋検出用粉末。
【請求項４】
　前記Ｌ型乳酸カルシウムが前記Ｌ型乳酸カルシウムの水和物であることを特徴とする請
求項３記載の指紋検出用粉末。
【請求項５】
　前記指紋検出用粉末に占める前記乳酸カルシウムの重量％が１～４０重量％であること
を特徴とする請求項２記載の指紋採取用粉末。
【請求項６】
　前記顔料粒子が、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、ベン
ガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、シリカ、カーボンブラック、アルミニウム粉、および、銅粉
よりなる群より選ばれる少なくとも一種を含むことを特徴とする請求項１記載の指紋検出
用粉末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指紋検出用粉末に関し、特に、警察などの犯罪捜査機関における鑑識用の指
紋検出用粉末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鑑識のためには、物に付着した指紋を採取し、視覚化しなければならない。指紋を採取
する方法には、指が接触した箇所に付着性の微粉末を塗布し、その微粉末をゼラチン紙等
に転写するという方法がある。ヒトの指紋隆線の汗腺開口からは分泌物（以下この分泌物
は「指紋成分」と称される）が分泌される。指が接触した箇所にはその指紋成分が付着す
る。その指紋成分に付着しやすい微粉末をその箇所に塗布すると、その指紋成分にその微
粉末が付着する。その指紋成分にその微粉末が付着することで、指紋が視覚化される。従
来、そのような微粉末として、例えばアルミニウム粉末が用いられていた。しかしながら
、アルミニウム粉末には、塗布された箇所の清掃が困難という問題点がある。アルミニウ
ム粉末の強い付着性と飛散性とがその原因である。清掃が困難なので、アルミニウム粉末
を広範囲に塗布することが難しい。指紋を採取するためにアルミニウム粉末を使用する場
合、指紋のありそうな場所を絞って採取する必要がある。
【０００３】
　特許文献１は、指紋検出用粉末を開示する。この指紋検出用粉末は、顔料粉末をシリコ
ン化合物で処理したものである。特許文献１に開示された指紋検出用粉末は、被採取物の
汚れを抑えることができ、かつ、被採取物を元通りに戻すことができる。
【０００４】
　特許文献２は、指紋検出用粉末を開示する。この指紋検出用粉末は、板状粉体をフッ素
シリコーンで処理したものである。特許文献２に開示された指紋検出用粉末は、被採取物
の汚れを抑えることができ、被採取物を元通りに戻すことができ、かつ、指紋像をより鮮
明に採取できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１５５７７４号公報
【特許文献２】特開２００４－２２３０２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示された指紋検出用粉末および特許文献２に開示された指紋検出用粉末
には、指紋の採取に習熟していない者が使用すると鮮明な指紋を採取できないおそれがあ
るという問題点がある。
【０００７】
　本発明の目的は、アルミニウム粉末に比べ、指紋を採取する際の粉の飛散および指紋以
外の箇所への付着を抑え、除去を容易化し、かつ、採取者の技量が指紋採取に及ぼす影響
を抑えることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の請求項１にかかる指紋検出用粉末は、顔料粒子
を含む。請求項１にかかる指紋検出用粉末は、顔料粒子に加え、乳酸カルシウムを含むこ
とを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２にかかる指紋検出用粉末は、請求項１にかかる発明の構成に加
えて、顔料粒子が乳酸カルシウムを含む表層を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の請求項３にかかる指紋検出用粉末は、請求項２にかかる発明の構成に加
えて、乳酸カルシウムを含む表層がＬ型乳酸カルシウムを含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項４にかかる指紋検出用粉末は、請求項３にかかる発明の構成に加
えて、Ｌ型乳酸カルシウムがＬ型乳酸カルシウムの水和物であることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の請求項５にかかる指紋検出用粉末は、請求項２にかかる発明の構成に加
えて、指紋検出用粉末に占める乳酸カルシウムの重量％が１～４０重量％であることを特
徴とする。
【００１３】
　また、本発明の請求項６にかかる指紋検出用粉末は、請求項１にかかる発明の構成に加
えて、顔料粒子が、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、ベン
ガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、シリカ、カーボンブラック、アルミニウム粉、および、銅粉
よりなる群より選ばれる少なくとも一種を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の指紋検出用粉末は、アルミニウム粉末に比べ、指紋を採取する際の粉の飛散お
よび指紋以外の箇所への付着を抑えることができ、除去を容易化でき、かつ、採取者の技
量が指紋採取に及ぼす影響を抑え得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】指紋をつけたアクリル板に実施例１にかかる指紋検出用粉末を塗布した場合の指
紋像である。
【図２】指紋をつけたアクリル板を６０℃の乾燥機内で１日間静置後、実施例１にかかる
指紋検出用粉末を塗布した場合の指紋像である。
【図３】指紋をつけたアクリル板に比較例３にかかる指紋検出用粉末を塗布した場合の指
紋像である。
【図４】指紋をつけたアクリル板を６０℃の乾燥機内で１日間静置後、比較例３にかかる
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指紋検出用粉末を塗布した場合の指紋像である。
【図５】アクリル板に指紋をつけた直後にその指紋へ実施例１にかかる指紋検出用粉末を
１回塗布した物と、１分後、その指紋へ実施例１にかかる指紋検出用粉末を再度塗布した
物との指紋像である。
【図６】指紋をつけたアクリル板に実施例１にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場合
の拡大された指紋像である。
【図７】指紋をつけたアクリル板に実施例１にかかる指紋検出用粉末を２回塗布した場合
の拡大された指紋像である。
【図８】指紋をつけたアクリル板に実施例２にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場合
の拡大された指紋像である。
【図９】指紋をつけたアクリル板に実施例２にかかる指紋検出用粉末を２回塗布した場合
の拡大された指紋像である。
【図１０】指紋を付けたアクリル板に比較例１にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場
合の拡大された指紋像である。
【図１１】指紋をつけたアクリル板に比較例１にかかる指紋検出用粉末を２回塗布した場
合の拡大された指紋像である。
【図１２】指紋をつけたアクリル板に比較例２にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場
合の拡大された指紋像である。
【図１３】指紋をつけたアクリル板に比較例２にかかる指紋検出用粉末を２回塗布した場
合の拡大された指紋像である。
【図１４】指紋をつけたアクリル板に比較例１にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場
合の拡大された指紋像である。
【図１５】指紋をつけたアクリル板に比較例１にかかる指紋検出用粉末を２度塗布した場
合の拡大された指紋像である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
［指紋検出用粉末の成分］
　本発明にかかる指紋検出用粉末は、顔料粒子（顔料として知られる周知の物質を含む粒
子のこと）に加え、乳酸カルシウムを含むことを特徴とする。乳酸カルシウムを含むこと
により、顔料粒子と指紋成分との親和性を高めることで、指紋成分以外への指紋検出用粉
末の付着を少なくする。これにより、指紋検出用粉末が塗布される箇所の汚染が抑えられ
る。さらに、過剰塗布により指紋像が損なわれる可能性も抑えられる。
【００１７】
　どのような形態で乳酸カルシウムが含まれるかという点は、本発明にかかる指紋検出用
粉末において特に限定されていない。例えば、乳酸カルシウムは、乳酸カルシウムの粒子
であってもよい。この場合、本発明のある実施形態にかかる指紋検出用粉末は、顔料粒子
と乳酸カルシウムの粒子とを含む混合物である。あるいは、乳酸カルシウムは、顔料粒子
の表面に形成された被膜（本発明の説明においてはこの被膜は「表層」と称される。）の
成分であってもよい。乳酸カルシウムは、顔料粒子の成分の一種であってもよい。
【００１８】
　乳酸カルシウムが顔料粒子の表層に含まれている場合、その表層の厚さは特に限定され
ない。その表層の具体的な形態も特に限定されない。
【００１９】
　本発明にかかる乳酸カルシウムは、Ｌ型乳酸カルシウムであっても、Ｄ型乳酸カルシウ
ムであってもよい。本発明にかかる乳酸カルシウムは水和物であってもよい。
【００２０】
　本発明にかかる指紋検出用粉末において乳酸カルシウムの重量％は特に限定されない。
ただし、乳酸カルシウムの重量％は、１～４０重量％であることが好ましい。
【００２１】
　本発明にかかる指紋検出用粉末において顔料粒子の具体的な成分は特に限定されない。
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顔料粒子の成分のうち顔料として周知の物質の例には、酸化チタン、酸化アルミニウム、
酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、シリカ、カーボンブラッ
ク、アルミニウム粉、および、銅粉がある。これらの中で、顔料粒子の成分として好まし
いものには、酸化チタンがある。
【００２２】
［指紋検出用粉末の製造方法］
　本発明にかかる指紋検出用粉末の製造方法は特に限定されない。例えば、本発明にかか
る指紋検出用粉末は、次に述べられる方法により製造されてもよい。その方法とは、周知
の方法により顔料粒子を形成した後、その顔料粒子を乳酸カルシウム溶液の中に入れ、そ
の乳酸カルシウム溶液から溶媒を除去するというものである。
【００２３】
［指紋検出用粉末の使用方法］
　本発明にかかる指紋検出用粉末の使用方法は周知の指紋検出用粉末と同様である。した
がって、その詳細な説明は繰り返されない。
【実施例】
【００２４】
　以下、本発明の一実施形態における実施例１，２と比較例１～３とについて説明する。
［実施例１］
　Ｌ型乳酸カルシウム五水和物１ｇをメタノール２００ｇに溶かし、その乳酸カルシウム
溶液に酸化チタン（石原産業株式会社製ＣＲ－ＥＬ）９９ｇを加え、３０分撹拌した後、
７０℃で加熱乾燥させ、溶媒を除去することにより、本実施例にかかる指紋検出用粉末を
得た。本実施例にかかる指紋検出用粉末は、Ｌ型乳酸カルシウム五水和物を含む表層を有
する、酸化チタンの粒子であった。
【００２５】
［実施例２］
　Ｌ型乳酸カルシウム五水和物１ｇをメタノール２００ｇに溶かし、その乳酸カルシウム
溶液に四酸化三鉄（関東化学株式会社製　四酸化三鉄　鹿一級）９９ｇを加え、３０分撹
拌した後、７０℃で加熱乾燥させ、溶媒を除去することにより、本実施例にかかる指紋検
出用粉末を得た。本実施例にかかる指紋検出用粉末は、Ｌ型乳酸カルシウム五水和物を含
む表層を有する、四酸化三鉄の粒子であった。
【００２６】
［比較例１］
　表面処理を行っていない酸化チタン粉末（石原産業株式会社製ＣＲ－ＥＬ）をそのまま
本比較例にかかる指紋検出用粉末とした。
【００２７】
［比較例２］
　酸化チタン（石原産業株式会社製ＣＲ－ＥＬ）１００ｇに酢酸エチル３０ｇに溶かした
ジメチルポリシロキサン１ｇを撹拌しつつ加え、１００℃で乾燥させることにより、本比
較例にかかる指紋検出用粉末を得た。本比較例にかかる指紋検出用粉末は、表面にシリコ
ーン処理が施された、酸化チタンの粒子であった。
【００２８】
［比較例３］
　市販のアルミニウム粉末（株式会社ピー・エス・インダストリー製ＰＳ２４Ａ）をその
まま本比較例にかかる指紋検出用粉末とした。
【００２９】
［乾燥した指紋成分に対する付着性の比較］
　指紋成分が乾燥した場合にも指紋採取が可能という効果を示すため、乾燥した指紋成分
に塗布された場合の指紋像の鮮明さに及ぼす影響の大小を比較した。比較の手順は以下の
通りである。まず、アクリル板表面に指紋を付けた。その後、乾燥機内にそのアクリル板
を入れ、１日間放置した。乾燥機内の温度は６０℃に保たれた。放置の後、乾燥機内に入
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、指紋検出用粉末が塗布されたことで現れた指紋像をマイクロスコープで観察した。その
観察結果に基づき、乾燥した指紋成分に塗布された場合の指紋像の鮮明さに及ぼす影響の
大小を比較した。
【００３０】
　図１は、指紋をつけたアクリル板へただちに実施例１にかかる指紋検出用粉末を１回塗
布した場合の指紋像である。図２は、指紋をつけ乾燥機内に１日間放置したアクリル板に
実施例１にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場合の指紋像である。図３は、指紋をつ
けたアクリル板へただちに比較例３にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場合の指紋像
である。図４は、指紋をつけ乾燥機内に１日間放置したアクリル板に比較例３にかかる指
紋検出用粉末を１回塗布した場合の指紋像である。図１と図２とによれば、指紋をつけ乾
燥機内に１日間放置したアクリル板へ実施例１にかかる指紋検出用粉末を塗布した場合、
指紋をつけたアクリル板へただちに実施例１にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場合
と比べ、指紋像の発色は劣るものの、指紋隆線間への付着が少ないため、指紋像がはっき
りしている。また、指紋の外側の箇所への指紋検出用粉末の付着は見られない。図３と図
４とによれば、指紋をつけ乾燥機内に１日間放置したアクリル板へ比較例３にかかる指紋
検出用粉末を塗布した場合、指紋をつけたアクリル板へただちに比較例３にかかる指紋検
出用粉末を１回塗布した場合と比べ、指紋像の発色が劣り、指紋隆線間への指紋検出用粉
末の付着が多い。指紋隆線間が指紋検出用粉末によって塗り潰されている箇所もある。ま
た、指紋の外側の箇所への指紋検出用粉末の付着も見られる。図２と図４とによれば、指
紋をつけ乾燥機内に１日間放置したアクリル板へ実施例１にかかる指紋検出用粉末を塗布
した場合、それにより現れる指紋像は、指紋をつけ乾燥機内に１日間放置したアクリル板
へ比較例３にかかる指紋検出用粉末を塗布したことで現れる指紋像に比べ、明瞭な指紋像
となっている。乾燥した指紋は水分が少なくなっている。このため、乾燥した指紋には微
粉末であっても指紋検出用粉末が付着しにくい。図２から明らかなように、実施例1にか
かる指紋検出用粉末は、指紋成分への親和性が高いため、乾燥して水分が少なくなった指
紋であっても、指紋への付着性を保っている。実施例1にかかる指紋検出用粉末は、指紋
成分への親和性が高いため、指紋以外への付着が少なく、指紋像が明瞭になる。比較例３
にかかる指紋検出用粉末は、実施例１にかかる指紋検出用粉末に比べると指紋成分への親
和性が低い上、もともと付着性が高いものなので、実施例１にかかる指紋検出用粉末に比
べると不明瞭な指紋像を形成する。
【００３１】
［指紋像の鮮明さに及ぼす塗布量の影響］
　個人の技量に左右されることなく指紋採取が可能という効果を示すため、指紋像の鮮明
さに及ぼす塗布量の影響の大小を比較した。比較の手順は以下の通りである。まず、アク
リル板表面に指紋を付けた。その後、指紋が付けられた箇所に指紋検出用粉末を１度また
は２度塗布した。指紋検出用粉末が２度塗布される場合、１度目の塗布から２度目の塗布
までの経過時間は１分以上とした。塗布の後、指紋検出用粉末が塗布されたことで現れた
指紋像をマイクロスコープで観察した。その観察結果に基づき、指紋像の鮮明さに及ぼす
塗布量の影響の大小を比較した。比較結果は表１に示される。表１において二重丸は隆線
間に指紋検出用粉末の付着がなく指紋像の色が濃いことを意味する。一重丸は隆線間に指
紋検出用粉末の付着がなく指紋像の色が薄いことを意味する。三角は隆線間に指紋検出用
粉末の付着があり指紋像の色が濃いことを意味する。バツは隆線間に指紋検出用粉末の付
着があり指紋像の色が薄いことを意味する。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
　図５は、アクリル板に指紋をつけた直後にその指紋へ実施例１にかかる指紋検出用粉末
を１回塗布した物と、１分後、その指紋へ実施例１にかかる指紋検出用粉末を再度塗布し
た物との指紋像である。図６は、指紋をつけたアクリル板に実施例１にかかる指紋検出用
粉末を１回塗布した場合の拡大された指紋像である。図７は、指紋をつけたアクリル板に
実施例１にかかる指紋検出用粉末を２回塗布した場合の拡大された指紋像である。図８は
、指紋をつけたアクリル板に実施例２にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した場合の拡大
された指紋像である。図９は、指紋をつけたアクリル板に実施例２にかかる指紋検出用粉
末を２回塗布した場合の拡大された指紋像である。図６と図８とによれば、実施例１，２
については、粉末の塗布回数が１回であっても、はっきりと指紋像が見てとれる。また、
図５乃至図９によれば、塗布回数を２回、つまり上塗りすると、よりはっきり指紋隆線に
のみ粉が上塗りされ、指紋像の鮮明さが増していることがわかる。
【００３４】
　図１０は、指紋をつけたアクリル板に比較例１にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した
場合の拡大された指紋像である。図６と図１０とによれば、比較例１にかかる指紋検出用
粉末は、塗布回数が１回の場合、実施例１にかかる指紋検出用粉末と比較して、発色が弱
く、指紋箇所以外への付着が目立つ。これは表面処理を行っていない粉末であるため、指
紋への吸着性が弱い事によると考えられる。一方、実施例１にかかる指紋検出用粉末は、
塗布回数が１回の場合、隆線以外への付着が少ないことがわかる。そのため、鮮明な指紋
採取が可能である。
【００３５】
　図１１は、指紋をつけたアクリル板へ比較例１にかかる指紋検出用粉末を２回塗布した
場合の拡大された指紋像である。図１１によれば、塗布回数を２回とした場合には指紋像
の発色はよくなったが、塗りすぎによる指紋のつぶれ、指紋箇所以外への付着が見られた
。これは、粉の塗りすぎによって、指紋箇所に付着せず、余った粉末が多くなったことに
よるものと考えられる。
【００３６】
　図１２は、指紋をつけたアクリル板へ比較例２にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した
場合の拡大された指紋像である。図１３は、指紋をつけたアクリル板に比較例２にかかる
指紋検出用粉末を２回塗布した場合の拡大された指紋像である。図１２と図１３とによれ
ば、比較例２にかかる指紋検出用粉末は、塗布回数１回では、実施例１，２のものと同様
にはっきり指紋像が見てとれる。しかし、塗布回数を２回にすると、指紋のつぶれが見ら
れた。これはシリコーン表面処理により粉の付着性が向上しているため、必要以上に付着
が増える、つまり指紋箇所以外への付着もふえてしまうためと考えられる。
【００３７】
　図１４は、指紋をつけたアクリル板に比較例３にかかる指紋検出用粉末を１回塗布した
場合の拡大された指紋像である。図１５は、指紋をつけたアクリル板に比較例３にかかる
指紋検出用粉末を２回塗布した場合の拡大された指紋像である。比較例３にかかる指紋検
出用粉末は、塗布回数が１回の場合も２回の場合もともに発色は良いが、指紋箇所以外へ
の付着が多いため、不鮮明である。
【００３８】
　以上の結果より、実施例１、２にかかる指紋検出用粉末は、比較例１～３にかかる指紋
検出用粉末に比べ、鮮明さにおいて優れた結果を示した。本発明にかかる指紋検出用粉末
は、塗布量の多少を問わない、つまり、指紋以外の箇所への付着を抑えることができると
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【００３９】
［拭き取り易さの比較］
　各種被採取物表面に指紋を付け、指紋検出用粉末を塗布した後の拭き取り易さを比較し
た。比較の手順は以下の通りである。まず、アクリル板とガラス板とアルミ板と木製机と
に指紋を付けた。その後、指紋が付けられた箇所に指紋検出用粉末を塗布した。塗布され
る指紋検出用粉末は、実施例１，２にかかる指紋検出用粉末と比較例３にかかる指紋検出
用粉末との３種類である。塗布の後、その塗布によって現れた指紋像を拭き取った。拭き
取りは、乾拭きと水拭きとアルコール又は洗剤の併用との３種類とした。その拭き取り結
果に基づき、指紋検出用粉末を塗布した後の拭き取り易さを比較した。比較結果は表２に
示される。表２において二重丸は乾拭きで指紋像を拭き取れたことを意味する。一重丸は
水拭きで指紋像を拭き取れたことを意味する。三角はアルコール又は洗剤の併用により指
紋像を拭き取れたことを意味する。
【００４０】

【表２】

【００４１】
　表２から明らかな通り、実施例１，２にかかる指紋検出用粉末は、比較例３にかかる指
紋検出用粉末に比べ、拭き取り易さの観点で優れた効果が見られた。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、警察などの犯罪捜査機関における鑑識用の指紋検出用粉末のために利用する
ことができる。
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